
令和５年４月２８日  学校だより第１号  新発田市立猿橋小学校  http://saruhashi-e.shibata.ed.jp 

 
今ぞ時 

                               校長 磯部 裕之 
 「あけゆく世界 今ぞ時」 
４月７日に行われた着任式・始業式でのことです。ピアノ伴奏で体育館に校歌の前奏が流れ

ると、自分でも不思議なくらい、校歌の歌詞がスムーズに口から出てきました。10 年の時を経

て、「猿橋小に戻ってきたんだなぁ」と実感した瞬間でした。 
 
はじめまして。校長の磯部 裕之と申します。４月より猿橋小学校の校長として勤めておりま

す。PTA 役員会でもお話させていただきましたが、今年度は、新１年生 100 名を含めて全校児

童 615 名、教職員 62 名でのスタートとなりました。 
 
新年度のスタートに当たり、始業式では「節目を大事にして、成長していこう」という話を 

しました。人間が生活していく中で、卒業や入学、運動会などの大きな行事、新年の始まりな

ど、節目節目にめあてを立てて、「これをがんばっていくぞ」と気持ちを前に向けていくこと

は、大きな成長へとつながっていきます。まさしく、校歌にある「今ぞ時」。「今こそ、一つ、

成長するとき」「今こそ、一つ、ステップアップするとき」だと思うのです。 
 
 入学後の１か月で、１年生の成長も目を見張るものがあり

ますが、何と言っても、一番成長しているのは６年生です。

入学式の会場準備での働きぶり、１年生の朝活動のお世話な

ど、張り切って自分のもてる力とアイデアをフルに発揮して、

活躍してくれています。「立場が人を育てる」という言葉の

とおり、最高学年としての自覚をもって動き出しています。 
 「今ぞ時」－私たち職員も、子どもたちの頑張る気持ちを

後押ししながら、一人一人が安心して力を発揮できる学校を

創ってまいります。今年度、どうぞよろしくお願いいたします。  【1 年生に紙芝居を読む 6 年生】 

 
 

瑳玖良校は明治期における

猿橋小の旧名。切磋琢磨の

意が込められている。 

猿 橋 
小学校 

ご存知ですか～改正児童虐待防止法・改正児童福祉法～ 
 令和 2 年 4 月 1 日に上記「改正児童虐待防止法・改正児童福祉法」が施行されました。主な改正内容

は、「親権者などによる体罰の禁止」です。これに併せて、学校には、児童虐待への早期発見努力義務、

早期通告義務が課せられております。学校では当然、体罰は禁止されております。ご家庭におかれまし

ても体罰は法律で禁止されております。よろしくお願いいたします。 

 子育てに関する悩み相談は、新発田市でもたくさん用意されております。何かお悩みのことがござい

ましたら、学校にも声を寄せてください。（猿橋小学校 ℡ 22-2123） 
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